
空き家の維持管理、相続問題、
解体、売却などについて専門家
が無料で相談に応じます。

第2回空き家無料相談会

対 象 市内にある空き家の所有者または管理者
（今後、空き家を所有する見込みの方を含みます）

相談員 司法書士、宅地建物取引士、土地家屋調査士、建築士、行政書士

その他 相談の内容により
相続関係説明図、登記簿、公図、建物の外観写真などの資料を
お持ちいただくと、スムーズにご相談いただけます。
※自然災害等により、中止する場合があります。

予約受付・お問い合わせ
建設部住宅課活用促進係空家対策担当 TEL ０２２５-９５-１１１１

（内線５５５６,５５５７）

石巻市
令和８年度

今年度から申し込みは抽選制となりました

石巻市役所 ５階会議室 石巻市穀町１４－１

日時
会場

令和８年7月26日(日)午前９時30分～午後４時

売却 解体 相続 境界 賃貸 管理 その他

令和８年7月10日(金)午後３時まで

令和８年7月 6日(月)午前8時30分から申込応募
期 間

電話による受付のみとなります

●窓口、FAX、電子メール等では受付しません●
●時間の希望にはお応えしかねます●

●厳正なる抽選の上、当選された方に連絡差し上げます●
(抽選の結果、外れた方には連絡差し上げません)

相談時間 約４０分程度／１相談あたり(相談内容により前後する可能性があります)
相談予定開始時間：①9:40～ ②10:30～ ③11:20～ ④13:00～ ⑤13:50～ ⑥14:40～ ⑦15:30～


